
○
厚
生
労
働
省
令
第
五
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年

法
律
第
六
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
薬
局
開
設
の
許
可
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
書
）

（
薬
局
開
設
の
許
可
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
書
）

第
四
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

第
四
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
三
第
二
項
の
薬

関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
五
第
二
項
の
薬

局
開
設
の
許
可
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
書
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
も
の
と

局
開
設
の
許
可
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
書
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

（
薬
局
開
設
の
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
書
）

（
薬
局
開
設
の
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
書
）

第
五
条

令
第
二
条
の
四
第
二
項
の
薬
局
開
設
の
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
書

第
五
条

令
第
一
条
の
六
第
二
項
の
薬
局
開
設
の
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
書

は
、
様
式
第
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

は
、
様
式
第
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
薬
局
開
設
の
許
可
台
帳
の
記
載
事
項
）

（
薬
局
開
設
の
許
可
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
七
条

令
第
二
条
の
六
に
規
定
す
る
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可

第
七
条

令
第
一
条
の
八
に
規
定
す
る
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可

に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十
三

（
略
）

一
～
十
三

（
略
）

（
地
域
連
携
薬
局
の
基
準
等
）

第
十
条
の
二

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基

（
新
設
）

準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
利
用
者
（
別
表
第
一
を
除

き
、
以
下
単
に
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
が
座
つ
て
情
報
の
提
供
及
び
薬

学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
間
仕
切
り
等
で
区

切
ら
れ
た
相
談
窓
口
そ
の
他
の
区
画
並
び
に
相
談
の
内
容
が
漏
え
い
し
な

い
よ
う
配
慮
し
た
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

二

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造
で
あ
る
こ
と
。

２

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一

薬
局
開
設
者
が
、
過
去
一
年
間
（
当
該
薬
局
を
開
設
し
て
一
年
に
満
た



な
い
薬
局
に
お
い
て
は
、
開
設
か
ら
認
定
の
申
請
ま
で
の
期
間
。
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
当
該
薬
局
に
お
い
て
薬

事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤
師
を
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法

律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
四
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
会
議
そ

の
他
の
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総

合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
構
築
に
資
す
る
会
議
に
継
続
的
に
参
加
さ
せ
て
い
る
こ
と
。

二

薬
局
開
設
者
が
、
当
該
薬
局
に
お
い
て
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す

る
薬
剤
師
が
利
用
者
の
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
使
用
に
関
す
る
情
報
に
つ
い

て
地
域
に
お
け
る
医
療
機
関
に
勤
務
す
る
薬
剤
師
そ
の
他
の
医
療
関
係
者

に
対
し
て
随
時
報
告
及
び
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
備
え
て
い
る

こ
と
。

三

薬
局
開
設
者
が
、
過
去
一
年
間
に
お
い
て
、
当
該
薬
局
に
お
い
て
薬
事

に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
利
用
者
の
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
使

用
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
地
域
に
お
け
る
医
療
機
関
に
勤
務
す
る
薬
剤

師
そ
の
他
の
医
療
関
係
者
に
対
し
て
月
平
均
三
十
回
以
上
報
告
及
び
連
絡

さ
せ
た
実
績
が
あ
る
こ
と
。

四

薬
局
開
設
者
が
、
当
該
薬
局
に
お
い
て
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す

る
薬
剤
師
が
利
用
者
の
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
使
用
に
関
す
る
情
報
に
つ
い

て
地
域
に
お
け
る
他
の
薬
局
に
対
し
て
報
告
及
び
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き

る
体
制
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

３

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一

開
店
時
間
外
で
あ
つ
て
も
、
利
用
者
か
ら
の
薬
剤
及
び
医
薬
品
に
関
す

る
相
談
に
対
応
す
る
体
制
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

二

休
日
及
び
夜
間
で
あ
つ
て
も
、
調
剤
の
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
地

域
に
お
け
る
他
の
薬
局
開
設
者
と
連
携
し
て
対
応
す
る
体
制
を
備
え
て
い

る
こ
と
。

三

在
庫
と
し
て
保
管
す
る
医
薬
品
を
必
要
な
場
合
に
地
域
に
お
け
る
他
の

薬
局
開
設
者
に
提
供
す
る
体
制
を
備
え
て
い
る
こ
と
。



四

薬
局
開
設
者
が
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律

第
十
四
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
麻
薬
の
調
剤
に
応
需
す
る
た
め

に
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
麻
薬
小
売
業
者
の
免
許
を
受
け
、

当
該
麻
薬
の
調
剤
の
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
薬
局
に
お
い
て
薬

事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
当
該
薬
局
で
調
剤
さ
せ
る
体
制

を
備
え
て
い
る
こ
と
。

五

無
菌
製
剤
処
理
を
実
施
で
き
る
体
制
（
第
十
一
条
の
八
第
一
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
他
の
薬
局
の
無
菌
調
剤
室
を
利
用
し
て
無
菌
製
剤
処
理

を
実
施
す
る
体
制
を
含
む
。
）
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

六

薬
局
開
設
者
が
、
医
療
安
全
対
策
に
係
る
事
業
に
参
加
す
る
こ
と
そ
の

他
の
医
療
安
全
対
策
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

七

当
該
薬
局
に
常
勤
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
薬
剤
師
の
半
数
以
上
が
、
当

該
薬
局
に
継
続
し
て
一
年
以
上
常
勤
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ

と
。

八

当
該
薬
局
に
常
勤
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
薬
剤
師
の
半
数
以
上
が
、
地

域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
研
修
を
修
了
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

九

薬
局
開
設
者
が
、
当
該
薬
局
に
お
い
て
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す

る
全
て
の
薬
剤
師
に
対
し
、
一
年
以
内
ご
と
に
、
前
号
の
研
修
又
は
こ
れ

に
準
ず
る
研
修
を
計
画
的
に
受
け
さ
せ
て
い
る
こ
と
。

十

当
該
薬
局
に
お
い
て
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤
師
が
、
過

去
一
年
間
に
お
い
て
、
地
域
に
お
け
る
他
の
医
療
提
供
施
設
（
医
療
法
（

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
医

療
提
供
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
、
医
薬
品
の
適
正
使
用
に

関
す
る
情
報
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
。

４

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一

居
宅
等
（
薬
剤
師
法
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
居
宅
等
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
お
け
る
調
剤
並
び
に
情
報
の
提
供
及
び
薬
学
的
知
見
に
基
づ

く
指
導
に
つ
い
て
、
過
去
一
年
間
に
お
い
て
月
平
均
二
回
以
上
実
施
し
た

実
績
が
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
都
道
府
県
知
事
が
別
に
定
め
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
月
平
均
二
回
未
満
で
あ
つ
て
当
該
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
回



数
以
上
実
施
し
た
実
績
が
あ
る
こ
と
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

二

高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
（
以
下
「
高
度
管

理
医
療
機
器
等
」
と
い
う
。
）
の
販
売
業
の
許
可
を
受
け
、
訪
問
診
療
を

利
用
す
る
者
に
対
し
必
要
な
医
療
機
器
及
び
衛
生
材
料
を
提
供
す
る
た
め

の
体
制
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

５

法
第
六
条
の
二
第
二
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
五
の
二
に
よ
る
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
薬

事
に
関
す
る
業
務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
。
次
条
第
五
項
及
び
第
十
条
の
九

第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
業
務
を
適
正
に

行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
申
請
者
に
係
る
精
神

の
機
能
の
障
害
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
を
当
該
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

６

法
第
六
条
の
二
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一

申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
責

任
を
有
す
る
役
員
を
含
む
。
次
号
及
び
次
条
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
法
第
五
条
第
三
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
該
当
し
な
い
旨

二

申
請
者
が
法
第
七
十
五
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
連

携
薬
局
又
は
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
（
以
下
「
地
域
連
携
薬
局
等
」
と

い
う
。
）
の
認
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
三
年
を
経
過

し
て
い
な
い
旨

（
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
基
準
等
）

第
十
条
の
三

法
第
六
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
傷
病
の
区

（
新
設
）

分
は
、
が
ん
と
す
る
。

２

法
第
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一

利
用
者
が
座
つ
て
情
報
の
提
供
及
び
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
個
室
そ
の
他
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保
に
配
慮
し
た



設
備
を
有
す
る
こ
と
。

二

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造
で
あ
る
こ
と
。

３

法
第
六
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一

薬
局
開
設
者
が
、
過
去
一
年
間
に
お
い
て
、
当
該
薬
局
に
お
い
て
薬
事

に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤
師
を
、
利
用
者
の
治
療
方
針
を
共
有
す

る
た
め
に
第
一
項
に
規
定
す
る
傷
病
の
区
分
に
係
る
専
門
的
な
医
療
の
提

供
等
を
行
う
医
療
機
関
と
の
間
で
開
催
さ
れ
る
会
議
に
継
続
的
に
参
加
さ

せ
て
い
る
こ
と
。

二

薬
局
開
設
者
が
、
当
該
薬
局
に
お
い
て
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す

る
薬
剤
師
が
当
該
薬
局
を
利
用
す
る
第
一
項
に
規
定
す
る
傷
病
の
区
分
に

該
当
す
る
者
の
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
使
用
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
前
号

の
医
療
機
関
に
勤
務
す
る
薬
剤
師
そ
の
他
の
医
療
関
係
者
に
対
し
て
随
時

報
告
及
び
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

三

薬
局
開
設
者
が
、
過
去
一
年
間
に
お
い
て
、
当
該
薬
局
に
お
い
て
薬
事

に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
当
該
薬
局
を
利
用
す
る
第
一
項
に

規
定
す
る
傷
病
の
区
分
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
半
数
以
上
の
者
の
薬
剤
及

び
医
薬
品
の
使
用
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
第
一
号
の
医
療
機
関
に
勤
務

す
る
薬
剤
師
そ
の
他
の
医
療
関
係
者
に
対
し
て
報
告
及
び
連
絡
さ
せ
た
実

績
が
あ
る
こ
と
。

四

薬
局
開
設
者
が
、
当
該
薬
局
に
お
い
て
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す

る
薬
剤
師
が
当
該
薬
局
を
利
用
す
る
第
一
項
に
規
定
す
る
傷
病
の
区
分
に

該
当
す
る
者
の
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
使
用
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
地
域

に
お
け
る
他
の
薬
局
に
対
し
て
報
告
及
び
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制

を
備
え
て
い
る
こ
と
。

４

法
第
六
条
の
三
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一

開
店
時
間
外
で
あ
つ
て
も
、
利
用
者
か
ら
の
薬
剤
及
び
医
薬
品
に
関
す

る
相
談
に
対
応
す
る
体
制
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

二

休
日
及
び
夜
間
で
あ
つ
て
も
、
調
剤
の
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
地

域
に
お
け
る
他
の
薬
局
開
設
者
と
連
携
し
て
対
応
す
る
体
制
を
備
え
て
い



る
こ
と
。

三

在
庫
と
し
て
保
管
す
る
第
一
項
に
規
定
す
る
傷
病
の
区
分
に
係
る
医
薬

品
を
、
必
要
な
場
合
に
地
域
に
お
け
る
他
の
薬
局
開
設
者
に
提
供
す
る
体

制
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

四

薬
局
開
設
者
が
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定

す
る
麻
薬
の
調
剤
に
応
需
す
る
た
め
に
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
麻
薬
小
売
業
者
の
免
許
を
受
け
、
当
該
麻
薬
の
調
剤
の
求
め
が
あ
つ
た

場
合
に
は
、
当
該
薬
局
に
お
い
て
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤

師
に
当
該
薬
局
で
調
剤
さ
せ
る
体
制
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

五

医
療
安
全
対
策
に
係
る
事
業
へ
の
参
加
そ
の
他
の
医
療
安
全
対
策
を
講

じ
て
い
る
こ
と
。

六

当
該
薬
局
に
常
勤
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
薬
剤
師
の
半
数
以
上
が
、
当

該
薬
局
に
継
続
し
て
一
年
以
上
常
勤
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ

と
。

七

第
六
項
に
規
定
す
る
専
門
性
の
認
定
を
受
け
た
常
勤
の
薬
剤
師
を
配
置

し
て
い
る
こ
と
。

八

薬
局
開
設
者
が
、
当
該
薬
局
に
お
い
て
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す

る
全
て
の
薬
剤
師
に
対
し
、
一
年
以
内
ご
と
に
、
第
一
項
に
規
定
す
る
傷

病
の
区
分
ご
と
の
専
門
的
な
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
調
剤
及
び
指
導
に
関

す
る
研
修
を
計
画
的
に
受
け
さ
せ
て
い
る
こ
と
。

九

当
該
薬
局
に
お
い
て
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤
師
が
、
地

域
に
お
け
る
他
の
薬
局
に
勤
務
す
る
薬
剤
師
に
対
し
て
、
第
一
項
に
規
定

す
る
傷
病
の
区
分
ご
と
の
専
門
的
な
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
調
剤
及
び
指

導
に
関
す
る
研
修
を
継
続
的
に
行
つ
て
い
る
こ
と
。

十

当
該
薬
局
に
お
い
て
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤
師
が
、
過

去
一
年
間
に
お
い
て
、
地
域
に
お
け
る
他
の
医
療
提
供
施
設
に
対
し
、
第

一
項
に
規
定
す
る
傷
病
の
区
分
ご
と
の
医
薬
品
の
適
正
使
用
に
関
す
る
情

報
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
。

５

法
第
六
条
の
三
第
二
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
五
の
三
に
よ
る
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
業
務
を

適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行



う
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
申
請
者
に
係

る
精
神
の
機
能
の
障
害
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
を
当
該
申
請
書
に
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

法
第
六
条
の
三
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
た
団
体

に
よ
り
、
第
一
項
に
規
定
す
る
傷
病
の
区
分
に
係
る
専
門
性
の
認
定
（
以
下

単
に
「
専
門
性
の
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
薬
剤
師
で
あ
る
こ
と
と
す

る
。

一

学
術
団
体
と
し
て
法
人
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

二

会
員
数
が
千
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

専
門
性
の
認
定
に
係
る
活
動
実
績
を
五
年
以
上
有
し
、
か
つ
、
当
該
認

定
の
要
件
を
公
表
し
て
い
る
法
人
で
あ
る
こ
と
。

四

専
門
性
の
認
定
を
行
う
に
当
た
り
、
医
療
機
関
に
お
け
る
実
地
研
修
の

修
了
、
学
術
雑
誌
へ
の
専
門
性
に
関
す
る
論
文
の
掲
載
又
は
当
該
団
体
が

実
施
す
る
適
正
な
試
験
へ
の
合
格
そ
の
他
の
要
件
に
よ
り
専
門
性
を
確
認

し
て
い
る
こ
と
。

五

専
門
性
の
認
定
を
定
期
的
に
更
新
す
る
制
度
を
設
け
て
い
る
こ
と
。

六

当
該
団
体
に
よ
る
専
門
性
の
認
定
を
受
け
た
薬
剤
師
の
名
簿
を
公
表
し

て
い
る
こ
と
。

７

法
第
六
条
の
三
第
二
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一

申
請
者
が
法
第
五
条
第
三
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
該
当
し
な
い
旨

二

申
請
者
が
法
第
七
十
五
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
連

携
薬
局
等
の
認
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
三
年
を
経
過

し
て
い
な
い
旨

８

第
一
項
に
規
定
す
る
傷
病
の
区
分
の
明
示
は
、
当
該
薬
局
内
の
見
や
す
い

場
所
及
び
当
該
薬
局
の
外
側
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
こ
と
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

（
地
域
連
携
薬
局
等
の
認
定
証
の
様
式
）

第
十
条
の
四

地
域
連
携
薬
局
等
の
認
定
証
は
、
様
式
第
五
の
四
に
よ
る
も
の

（
新
設
）



と
す
る
。

（
地
域
連
携
薬
局
等
の
認
定
証
の
掲
示
）

第
十
条
の
五

地
域
連
携
薬
局
等
の
認
定
を
受
け
た
薬
局
の
開
設
者
（
以
下
「

（
新
設
）

認
定
薬
局
開
設
者
」
と
い
う
。
）
は
、
地
域
連
携
薬
局
等
の
認
定
証
を
薬
局

の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
域
連
携
薬
局
等
の
認
定
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
書
）

第
十
条
の
六

令
第
二
条
の
八
第
二
項
の
地
域
連
携
薬
局
等
の
認
定
証
の
書
換

（
新
設
）

え
交
付
の
申
請
書
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
地
域
連
携
薬
局
等
の
認
定
証
の
再
交
付
の
申
請
書
）

第
十
条
の
七

令
第
二
条
の
九
第
二
項
の
地
域
連
携
薬
局
等
の
認
定
証
の
再
交

（
新
設
）

付
の
申
請
書
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
地
域
連
携
薬
局
等
の
認
定
証
の
返
納
時
の
届
出
）

第
十
条
の
八

令
第
二
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
、
認
定
薬
局
開
設
者
が
、
地
域

（
新
設
）

連
携
薬
局
等
と
称
す
る
こ
と
を
や
め
た
こ
と
に
よ
り
認
定
証
を
返
納
す
る
と

き
は
、
地
域
連
携
薬
局
等
と
称
す
る
こ
と
を
や
め
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に

、
様
式
第
八
に
よ
る
届
書
を
当
該
認
定
証
を
交
付
し
た
都
道
府
県
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
域
連
携
薬
局
等
の
認
定
の
更
新
の
申
請
）

第
十
条
の
九

法
第
六
条
の
二
第
四
項
又
は
第
六
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ

（
新
設
）

り
地
域
連
携
薬
局
等
の
認
定
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
五

の
五
に
よ
る
申
請
書
に
認
定
証
を
添
え
て
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
お
い
て
申
請
者
が
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
業
務
を
適
正
に
行

う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が

で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
申
請
者
に
係
る
精
神
の

機
能
の
障
害
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
を
当
該
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば



な
ら
な
い
。

（
地
域
連
携
薬
局
等
の
認
定
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
十
条
の
十

令
第
二
条
の
十
一
に
規
定
す
る
法
第
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第

（
新
設
）

六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

認
定
番
号
及
び
認
定
年
月
日

二

薬
局
開
設
の
許
可
に
係
る
許
可
番
号
及
び
許
可
年
月
日

三

認
定
薬
局
開
設
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
）
及
び
住

所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
主
た
る
事
業
所
の
所
在
地
）

四

薬
局
の
名
称
及
び
所
在
地

五

専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
第
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
傷
病
の
区
分

六

専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
法
第
六
条
の
三
第
二
項
第
二

号
に
規
定
す
る
薬
剤
師
の
氏
名

（
薬
局
開
設
者
の
報
告
事
項
）

（
薬
局
開
設
者
の
報
告
事
項
）

第
十
一
条
の
三

法
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
薬
局
開
設
者
が
当

第
十
一
条
の
三

法
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
薬
局
開
設
者
が
当

該
薬
局
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は

該
薬
局
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は

、
別
表
第
一
（
当
該
薬
局
が
法
第
六
条
の
二
第
一
項
又
は
法
第
六
条
の
三
第

、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
場
合
は
、
別
表
第
一
第
二
の
項
第
三
号
を
除

く
。
）
の
と
お
り
と
す
る
。

（
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
に
係
る
情
報
提
供
及
び
指
導
の
方
法
等
）

（
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
に
係
る
情
報
提
供
及
び
指
導
の
方
法
等
）

第
十
五
条
の
十
三

薬
局
開
設
者
は
、
法
第
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

第
十
五
条
の
十
三

薬
局
開
設
者
は
、
法
第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

情
報
の
提
供
及
び
指
導
を
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
そ
の
薬
局
に
お
い

情
報
の
提
供
及
び
指
導
を
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
そ
の
薬
局
に
お
い

て
薬
剤
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

て
薬
剤
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一

当
該
薬
局
内
の
情
報
の
提
供
及
び
指
導
を
行
う
場
所
（
薬
局
等
構
造
設

一

当
該
薬
局
内
の
情
報
の
提
供
及
び
指
導
を
行
う
場
所
（
薬
局
等
構
造
設

備
規
則
第
一
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
し
、
及
び
指

備
規
則
第
一
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
し
、
及
び
指

導
を
行
う
た
め
の
設
備
が
あ
る
場
所
又
は
居
宅
等
に
お
い
て
調
剤
の
業
務

導
を
行
う
た
め
の
設
備
が
あ
る
場
所
又
は
薬
剤
師
法
第
二
十
二
条
に
規
定



を
行
う
場
合
若
し
く
は
同
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
特
別
の
事
情
が
あ
る

す
る
医
療
を
受
け
る
者
の
居
宅
等
（
以
下
単
に
「
居
宅
等
」
と
い
う
。
）

場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
調
剤
の
業
務
を
行
う
場
所
を
い
う
。
）
に
お
い

に
お
い
て
調
剤
の
業
務
を
行
う
場
合
若
し
く
は
同
条
た
だ
し
書
に
規
定
す

て
行
わ
せ
る
こ
と
。

る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
調
剤
の
業
務
を
行
う
場

所
を
い
う
。
）
に
お
い
て
行
わ
せ
る
こ
と
。

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
地
域
連
携
薬
局
等
の
掲
示
）

第
十
五
条
の
十
六
の
二

認
定
薬
局
開
設
者
は
、
当
該
薬
局
内
の
見
や
す
い
場

（
新
設
）

所
及
び
当
該
薬
局
の
外
側
の
見
や
す
い
場
所
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
掲
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

地
域
連
携
薬
局
等
で
あ
る
旨

二

地
域
連
携
薬
局
等
の
機
能
に
係
る
説
明

（
地
域
連
携
薬
局
等
の
変
更
の
届
出
）

第
十
六
条
の
三

認
定
薬
局
開
設
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き

（
新
設
）

は
、
三
十
日
以
内
に
、
様
式
第
六
に
よ
る
届
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、

認
定
証
を
交
付
し
た
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

認
定
薬
局
開
設
者
の
氏
名
（
認
定
薬
局
開
設
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は

、
薬
事
に
関
す
る
業
務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
の
氏
名
を
含
む
。
）
及
び

住
所

二

専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
法
第
六
条
の
三
第
二
項
第
二

号
に
規
定
す
る
薬
剤
師
の
氏
名

２

前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
書
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各

号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為

の
際
当
該
届
書
の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
さ
れ
、
又

は
当
該
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に

つ
い
て
は
、
当
該
届
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
認
定
薬
局
開
設
者
の
氏
名
に
係
る
届
書

認
定



薬
局
開
設
者
の
戸
籍
謄
本
、
戸
籍
抄
本
又
は
戸
籍
記
載
事
項
証
明
書
（
認

定
薬
局
開
設
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）

二

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
役
員
に
係
る
届
書

新
た
に
役
員
と
な
つ
た
者

が
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な

認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が

あ
る
者
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
役
員
に
係
る
精
神
の
機
能
の
障
害
に
関
す

る
医
師
の
診
断
書

三

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
届
書
（
新
た
に
法
第
六
条
の
三
第

二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
薬
剤
師
と
な
つ
た
者
が
認
定
薬
局
開
設
者
で
あ

る
場
合
を
除
く
。
）

雇
用
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
認
定
薬
局
開
設
者

の
新
た
に
法
第
六
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
薬
剤
師
と
な
つ
た

者
に
対
す
る
使
用
関
係
を
証
す
る
書
類

３

認
定
薬
局
開
設
者
は
、
そ
の
薬
局
の
名
称
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
あ
ら
か
じ
め
、
様
式
第
六
に
よ
る
届
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
認
定

証
を
交
付
し
た
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
取
扱
処
方
箋
数
の
届
出
）

（
取
扱
処
方
箋
数
の
届
出
）

第
十
七
条

令
第
二
条
の
十
三
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は

第
十
七
条

令
第
二
条
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

令
第
二
条
の
十
三
の
届
出
は
、
様
式
第
七
に
よ
る
届
書
を
提
出
す
る
こ
と

２

令
第
二
条
の
届
出
は
、
様
式
第
七
に
よ
る
届
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ

に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
百
十
四
条
の
八
十
三

高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造

第
百
十
四
条
の
八
十
三

高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器

業
者
に
つ
い
て
は
、
第
百
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
以
下
「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
」
と
い
う
。
）
の
製
造
販
売
業
者
又
は
製

造
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
百
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
卸
売
販
売
業
に
お
け
る
医
薬
品
の
販
売
等
の
相
手
方
）

（
卸
売
販
売
業
に
お
け
る
医
薬
品
の
販
売
等
の
相
手
方
）

第
百
三
十
八
条

法
第
二
十
五
条
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、

第
百
三
十
八
条

法
第
二
十
五
条
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。



一

（
略
）

一

（
略
）

二

助
産
所
（
医
療
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
助
産
所
を
い
う
。
）
の

二

助
産
所
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
二
条
第
一

開
設
者
で
あ
つ
て
助
産
所
で
滅
菌
消
毒
用
医
薬
品
そ
の
他
の
医
薬
品
を
使

項
に
規
定
す
る
助
産
所
を
い
う
。
）
の
開
設
者
で
あ
つ
て
助
産
所
で
滅
菌

用
す
る
も
の

消
毒
用
医
薬
品
そ
の
他
の
医
薬
品
を
使
用
す
る
も
の

三
～
十
五

（
略
）

三
～
十
五

（
略
）

別
表
第
一
（
第
十
一
条
の
三
関
係
）

別
表
第
一
（
第
十
一
条
の
三
関
係
）

第
一

管
理
、
運
営
、
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
事
項

第
一

管
理
、
運
営
、
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
事
項

一

基
本
情
報

一

基
本
情
報

⑴
～
⑻

（
略
）

⑴
～
⑻

（
略
）

⑼

地
域
連
携
薬
局
の
認
定
の
有
無

（
新
設
）

⑽

専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
認
定
の
有
無
（
有
の
場
合
は
第
十
条
の

（
新
設
）

三
第
一
項
に
規
定
す
る
傷
病
の
区
分
を
含
む
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

薬
局
サ
ー
ビ
ス
等

三

薬
局
サ
ー
ビ
ス
等

⑴
～
⑹

（
略
）

⑴
～
⑹

（
略
）

（
削
る
）

⑺

受
動
喫
煙
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

四

（
略
）

四

（
略
）

第
二

提
供
サ
ー
ビ
ス
や
地
域
連
携
体
制
に
関
す
る
事
項

第
二

提
供
サ
ー
ビ
ス
や
地
域
連
携
体
制
に
関
す
る
事
項

一

業
務
内
容
、
提
供
サ
ー
ビ
ス

一

業
務
内
容
、
提
供
サ
ー
ビ
ス

⑴

認
定
薬
剤
師
（
中
立
的
か
つ
公
共
性
の
あ
る
団
体
に
よ
り
認
定
さ
れ

⑴

認
定
薬
剤
師
（
中
立
的
か
つ
公
共
性
の
あ
る
団
体
に
よ
り
認
定
さ
れ

、
又
は
そ
れ
ら
と
同
等
の
制
度
に
基
づ
い
て
認
定
さ
れ
た
薬
剤
師
を
い

、
又
は
そ
れ
ら
と
同
等
の
制
度
に
基
づ
い
て
認
定
さ
れ
た
薬
剤
師
を
い

う
。
）
の
種
類
及
び
人
数

う
。
）
の
種
類
及
び
人
数

⑵

（
略
）

⑵

（
略
）

⑶

薬
局
の
業
務
内
容

⑶

薬
局
の
業
務
内
容

～

（
略
）

～

（
略
）

（ⅰ）

（ⅵ）

（ⅰ）

（ⅵ）

オ
ン
ラ
イ
ン
服
薬
指
導
の
実
施
の
可
否

（
新
設
）

（ⅶ）

電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
た
処
方
箋
の
受
付
の
可
否

（
新
設
）

（ⅷ）
・

（
略
）

・

（
略
）

（ⅸ）

（ⅹ）

（ⅶ）

（ⅷ）

⑷

地
域
医
療
連
携
体
制

⑷

地
域
医
療
連
携
体
制

・

（
略
）

・

（
略
）

（ⅰ）

（ⅱ）

（ⅰ）

（ⅱ）



入
院
時
の
情
報
を
共
有
す
る
体
制
の
有
無

（
新
設
）

（ⅲ）
～

（
略
）

～

（
略
）

（ⅳ）

（ⅵ）

（ⅲ）

（ⅴ）

二

実
績
、
結
果
等
に
関
す
る
事
項

二

実
績
、
結
果
等
に
関
す
る
事
項

⑴
・
⑵

（
略
）

⑴
・
⑵

（
略
）

⑶

感
染
防
止
対
策
の
実
施
の
有
無

（
新
設
）

⑷
・
⑸

（
略
）

⑶
・
⑷

（
略
）

⑹

処
方
箋
を
応
需
し
た
者
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
患
者
」
と
い
う

⑸

処
方
せ
ん
を
応
需
し
た
者
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
患
者
」
と
い

。
）
の
数

う
。
）
の
数

⑺
～
⑽

（
略
）

⑹
～
⑼

（
略
）

三

地
域
連
携
薬
局
等
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

⑴

地
域
連
携
薬
局

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
研
修
を
修
了
し
た
薬
剤
師
の

（ⅰ）
人
数第

十
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
基
づ
き
、
医
療
機
関
に
情
報
を
共

（ⅱ）
有
し
た
回
数

イ

利
用
者
（
法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
利
用
者

を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
医
療
機
関
に
入
院
す
る
場
合

に
当
該
医
療
機
関
に
情
報
を
共
有
し
た
回
数

ロ

利
用
者
が
医
療
機
関
か
ら
退
院
す
る
場
合
に
当
該
医
療
機
関
に

情
報
を
共
有
し
た
回
数

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
医
療
機
関
に
情
報
を
共
有

し
た
回
数

休
日
又
は
夜
間
に
調
剤
の
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
地
域
に
お
け
る

（ⅲ）
他
の
薬
局
開
設
者
と
連
携
し
て
対
応
し
た
回
数

在
庫
と
し
て
保
管
す
る
医
薬
品
を
必
要
な
場
合
に
地
域
に
お
け
る

（ⅳ）
他
の
薬
局
開
設
者
に
提
供
し
た
回
数

麻
薬
に
係
る
調
剤
を
行
つ
た
回
数

（ⅴ）

無
菌
製
剤
処
理
に
係
る
調
剤
を
実
施
し
た
回
数

（ⅵ）
イ

当
該
薬
局
に
お
い
て
実
施
し
た
回
数

ロ

他
の
薬
局
の
無
菌
調
剤
室
を
利
用
し
て
実
施
し
た
回
数

ハ

他
の
薬
局
を
紹
介
す
る
等
に
よ
り
実
施
し
た
回
数



地
域
に
お
け
る
他
の
医
療
提
供
施
設
に
対
し
医
薬
品
の
適
正
使
用

（ⅶ）
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
た
回
数

居
宅
等
に
お
け
る
調
剤
並
び
に
情
報
の
提
供
及
び
薬
学
的
知
見
に

（ⅷ）
基
づ
く
指
導
を
実
施
し
た
回
数

⑵

専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局

第
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
傷
病
の
区
分
ご
と
の
専
門
性
の

（ⅰ）
認
定
を
受
け
た
薬
剤
師
の
人
数

第
十
条
の
三
第
三
項
第
二
号
に
基
づ
き
、
同
項
第
一
号
の
医
療
機

（ⅱ）
関
に
情
報
を
共
有
し
た
回
数

休
日
又
は
夜
間
に
調
剤
の
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
地
域
に
お
け
る

（ⅲ）
他
の
薬
局
開
設
者
と
連
携
し
て
対
応
し
た
回
数

在
庫
と
し
て
保
管
す
る
第
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
傷
病
の

（ⅳ）
区
分
に
係
る
医
薬
品
を
必
要
な
場
合
に
地
域
に
お
け
る
他
の
薬
局
開

設
者
に
提
供
し
た
回
数

麻
薬
に
係
る
調
剤
を
行
つ
た
回
数

（ⅴ）

地
域
に
お
け
る
他
の
薬
局
開
設
者
に
対
し
て
第
十
条
の
三
第
一
項

（ⅵ）
に
規
定
す
る
傷
病
の
区
分
ご
と
の
専
門
的
な
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く

調
剤
及
び
指
導
に
関
す
る
研
修
を
行
つ
た
回
数

地
域
に
お
け
る
他
の
医
療
提
供
施
設
に
対
し
て
第
十
条
の
三
第
一

（ⅶ）
項
に
規
定
す
る
傷
病
の
区
分
ご
と
の
医
薬
品
の
適
正
使
用
に
関
す
る

情
報
を
提
供
し
た
回
数



様
式
第
三
中
「第

四
条

」
の
下
に
「

第
十
条
の
六

」
を
、
「欄

に
は

薬
局

」
の
下
に
「

地
域
連
携
薬
局

専
門
医
療

、
、

、
、

機
関
連
携
薬
局

」
を
加
え
る
。

様
式
第
四
中
「第

五
条

」
の
下
に
「

第
十
条
の
七

」
を
、
「欄
に
は

薬
局

」
の
下
に
「

地
域
連
携
薬
局

専
門
医
療

、
、

、
、

機
関
連
携
薬
局

」
を
加
え
る
。

様
式
第
五
の
次
に
次
の
六
様
式
を
加
え
る
。



様式第五の二（第十条の二関係） 

地 域 連 携 薬 局 認 定 申 請 書 

許 可 番 号 及 び 年 月 日  

薬 局 の 名 称   

薬 局 の 所 在 地   

利用者の心身の状況に配慮する

構 造 設 備 の 概 要 
  

利 用 者 の 薬 剤 及 び 医 薬 品

の 使 用 に 関 す る 情 報 を 他

の 医 療 提 供 施 設 と 共 有 す

る 体 制 の 概 要 

  

地 域 の 患 者 に 対 し 安 定 的

に 薬 剤 を 供 給 す る た め の

体 制 の 概 要 

  

居 宅 等 に お け る 調 剤  

並 び に 情 報 の 提 供 及 び 薬

学 的 知 見 に 基 づ く 指 導 を

行 う 体 制 の 概 要 

  

（ 法 人 に あ つ て は ）  

薬 事 に 関 す る 業 務 に  

責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名 

  

務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
を
含
む
。）
の
欠
格
事
由 

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
薬
事
に
関
す
る
業 

(1) 
法第75条第１項の規定により許可を取り消され、取消しの

日から３年を経過していない者 
 

(2) 
法第75条の２第１項の規定により登録を取り消され、取消

しの日から３年を経過していない者 
 

(3) 
法第75条第４項又は第５項の規定によりその受けた認定を

取り消され、その取消しの日から３年を経過していない者 
 

(4) 
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を

受けることがなくなつた後、３年を経過していない者 
 

(5) 

法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他

薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処

分に違反し、その違反行為があつた日から２年を経過して

いない者 

 

(6) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者  

(7) 

精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うに

当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと

ができない者 

 

(8) 
薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験

を有すると認められない者 
 

備 考  

  

上記により、地域連携薬局の認定を申請します。 

  

       年  月  日 

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名 
法人にあつては、名

称及び代表者の氏名 
 

  都 道 府 県 知 事  殿



（注意） 

１ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 利用者の心身の状況に配慮する構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないとき

は、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

４ 利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設と共有する体制の概要欄にその記載事

項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

５ 地域の患者に対し安定的に薬剤を供給するための体制の概要欄にその記載事項の全てを記載することが

できないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

６ 居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行う体制の概要欄にその記載事項

の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

７ 申請者の欠格事由については、当該事実がないときは、「なし」と記載し、あるときは、(1)、(2)及び(3)

欄にあつてはその理由及び年月日を、(4)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(5)欄にあつてはその違反の事実及び違反した年

月日を記載すること。また、(7)欄に該当するおそれがある者については、同欄に「別紙のとおり」と記載

し、当該申請者に係る精神の機能の障害に係る医師の診断書を添付すること。 

 

 

 

 

 



様式第五の三（第十条の三関係） 

専 門 医 療 機 関 連 携 薬 局 認 定 申 請 書 

許 可 番 号 及 び 年 月 日  

薬 局 の 名 称   

薬 局 の 所 在 地   

法 第 ６ 条 の ３ 第 １ 項 に 

規 定 す る 傷 病 の 区 分 
 

法 第 ６ 条 の ３ 第 ２ 項 第 ２ 号 

に 規 定 す る 薬 剤 師 の 氏 名 
  

利用者の心身の状況に配慮する

構 造 設 備 の 概 要 
  

利 用 者 の 薬 剤 及 び 医 薬 品 

の 使 用 に 関 す る 情 報 を 他 

の 医 療 提 供 施 設 と 共 有 す 

る 体 制 の 概 要 

  

専 門 的 な 薬 学 的 知 見 に 基

づ く 調 剤 及 び 指 導 の 業 務

を 行 う 体 制 の 概 要 

  

（ 法 人 に あ つ て は ） 

薬 事 に 関 す る 業 務 に  

責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名 

  

に
責
任
を
有
す
る
役
員
を
含
む
。
）
の
欠
格
事
由 

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
薬
事
に
関
す
る
業
務 

(1)   
法第75条第１項の規定により許可を取り消され、取消しの

日から３年を経過していない者 
 

(2) 
法第75条の２第１項の規定により登録を取り消され、取消

しの日から３年を経過していない者 
 

(3) 
法第75条第４項又は第５項の規定によりその受けた認定を

取り消され、その取消しの日から３年を経過していない者 
 

(4) 
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を

受けることがなくなつた後、３年を経過していない者 
 

(5) 

法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他

薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処

分に違反し、その違反行為があつた日から２年を経過して

いない者 

 

(6) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者  

(7) 

精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うに

当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと

ができない者 

 

(8) 
薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験

を有すると認められない者 
 

備 考   

  

上記により、専門医療機関連携薬局の認定を申請します。 

        年  月  日 

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名 
法人にあつては、名

称及び代表者の氏名 
 

  都 道 府 県 知 事  殿 



（注意） 

１ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 法第６条の３第１項に規定する傷病の区分欄には、第10条の３第１項で定める傷病の区分を

記載すること。 

４ 利用者の心身の状況に配慮する構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することがで

きないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

５ 利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設と共有する体制の概要欄に

その記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別

紙を添付すること。 

６ 専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導の業務を行う体制の概要欄にその記載事項の全て

を記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

７ 申請者の欠格事由については、当該事実がないときは、「なし」と記載し、あるときは、(1)、

(2)及び(3)欄にあつてはその理由及び年月日を、(4)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日

及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(5)欄にあつ

てはその違反の事実及び違反した年月日を記載すること。また、(7)欄に該当するおそれがある

者については、同欄に「別紙のとおり」と記載し、当該申請者に係る精神の機能の障害に係る

医師の診断書を添付すること。 

 

 

 

 

 

 



様式第五の四（一）（第十条の四関係） 

認定番号 

 

地域連携薬局認定証 

 

氏名（法人にあつては、名称）    

薬局の名称             

薬局の所在地            

 

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第６条の２第１項の 

規定により地域連携薬局の認定を受けた薬局であることを証明する。 

    年  月  日 

 

        

都道府県知事   印  

        

 

有効期間   年  月  日から 

       年  月  日まで 



様式第五の四（二）（第十条の四関係） 

認定番号 

 

専門医療機関連携薬局認定証 

 

氏名（法人にあつては、名称）    

薬局の名称             

薬局の所在地            

 

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第６条の３第１項の 

規定により専門医療機関連携薬局の認定を受けた薬局であることを証明する。 

    年  月  日 

 

        

都道府県知事   印  

        

専門医療機関連携薬局に係る傷病の区分 

有効期間   年  月  日から 

       年  月  日まで 



様式第五の五（一）（第十条の九関係） 

 

地 域 連 携 薬 局 認 定 更 新 申 請 書 

備 考   

上記により、地域連携薬局の認定の更新を申請します。 

  年  月  日 

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名 
法人にあつては、名

称及び代表者の氏名 
 

   都 道 府 県 知 事  殿 

許 可 番 号 及 び 年 月 日  

認 定 番 号 及 び 年 月 日   

薬 局 の 名 称   

薬 局 の 所 在 地   

利用者の心身の状況に配慮する

構 造 設 備 の 概 要 
  

利 用 者 の 薬 剤 及 び 医 薬 品

の 使 用 に 関 す る 情 報 を 他

の 医 療 提 供 施 設 と 共 有 す

る 体 制 の 概 要 

  

地 域 の 患 者 に 対 し 安 定 的

に 薬 剤 を 供 給 す る た め の

体 制 の 概 要 

  

居 宅 等 に お け る 調 剤 

並 び に 情 報 の 提 供 及 び 薬

学 的 知 見 に 基 づ く 指 導 を

行 う 体 制 の 概 要 

  

変
更
内
容 

事 項 変 更 前 変 更 後 

      

（法 人 に あ つ て は） 

薬 事 に 関 す る 業 務 に 

責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名 

  

務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
を
含
む
。）
の
欠
格
事
由 

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
薬
事
に
関
す
る
業 

(1) 
法第75条第１項の規定により許可を取り消され、取消しの日から

３年を経過していない者 
 

(2) 
法第75条の２第１項の規定により登録を取り消され、取消しの日

から３年を経過していない者 
 

(3) 
法第75条第４項又は第５項の規定によりその受けた認定を取り消

され、その取消しの日から３年を経過していない者 
 

(4) 
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなつた後、３年を経過していない者 
 

(5) 

法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に

関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、

その違反行為があつた日から２年を経過していない者 

 

(6) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者  

(7) 
精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うに当たつ

て必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 
 

(8) 
薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有す

ると認められない者 
 



 （注意） 

１ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 利用者の心身の状況に配慮する構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないとき

は、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

４ 利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設と共有する体制の概要欄にその記載事

項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

５ 地域の患者に対し安定的に薬剤を供給するための体制の概要欄にその記載事項の全てを記載することが

できないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

６ 居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行う体制の概要欄にその記載事項

の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

７ 第16条の３第１項第１号に掲げる事項について変更のあつた日から30日以内にこの更新申請書を提出す

る場合は、当該変更のあつた事項について、変更内容欄に記載すること。 

８ 第16条の３第３項に掲げる事項についてこの更新申請書を提出する際に変更の予定がある場合は、当該

変更の予定がある事項について、変更内容欄に記載すること。   

９ 申請者の欠格事由については、当該事実がないときは、「なし」と記載し、あるときは、(1)、(2)及び(3)

欄にあつてはその理由及び年月日を、(4)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(5)欄にあつてはその違反の事実及び違反した年

月日を記載すること。また、(7)欄に該当するおそれがある者については、同欄に「別紙のとおり」と記載

し、当該申請者に係る精神の機能の障害に係る医師の診断書を添付すること。 

 



様式第五の五（二）（第十条の九関係） 

 

専 門 医 療 機 関 連 携 薬 局 認 定 更 新 申 請 書 

備 考   

上記により、専門医療機関連携薬局の認定の更新を申請します。 

   年  月  日 

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名 
法人にあつては、名

称及び代表者の氏名 
 

   都 道 府 県 知 事  殿 

許 可 番 号 及 び 年 月 日  

認 定 番 号 及 び 年 月 日   

薬 局 の 名 称   

薬 局 の 所 在 地   

法 第 ６ 条 の ３ 第 １ 項 に 

規 定 す る 傷 病 の 区 分 
 

法 第 ６ 条 の ３ 第 ２ 項 第 ２ 号 

に 規 定 す る 薬 剤 師 の 氏 名 
  

利用者の心身の状況に配慮する

構 造 設 備 の 概 要 
  

利 用 者 の 薬 剤 及 び 医 薬

品 の 使 用 に 関 す る 情 報

を 他 の 医 療 提 供 施 設 と

共 有 す る 体 制 の 概 要 

  

専 門 的 な 薬 学 的 知 見 に

基 づ く 調 剤 及 び 指 導 の

業 務 を 行 う 体 制 の 概 要 

  

変
更
内
容 

事 項 変 更 前 変 更 後 

      

(法 人 に あ つ て は） 

薬 事 に 関 す る 業 務 に 

責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名 

  

務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
を
含
む
。）
の
欠
格
事
由 

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
薬
事
に
関
す
る
業 

(1) 
法第75条第１項の規定により許可を取り消され、取消しの日から

３年を経過していない者 
 

(2) 
法第75条の２第１項の規定により登録を取り消され、取消しの日

から３年を経過していない者 
 

(3) 
法第75条第４項又は第５項の規定によりその受けた認定を取り消

され、その取消しの日から３年を経過していない者 
 

(4) 
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなつた後、３年を経過していない者 
 

(5) 

法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に

関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、

その違反行為があつた日から２年を経過していない者 

 

(6) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者  

(7) 
精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うに当たつ

て必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 
 

(8) 
薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有す

ると認められない者 
 



 （注意） 

１ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 法第６条の３第１項に規定する傷病の区分欄には、第10条の３第１項で定める傷病の区分を記載するこ

と。 

４ 利用者の心身の状況に配慮する構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないとき

は、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

５ 利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設と共有する体制の概要欄にその記載事

項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

６ 専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導の業務を行う体制の概要欄にその記載事項の全てを記載する

ことができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

７ 第16条の３第１項各号に掲げる事項について変更のあつた日から30日以内にこの更新申請書を提出する

場合は、当該変更のあつた事項について、変更内容欄に記載すること。  

８ 第16条の３第３項に掲げる事項についてこの更新申請書を提出する際に変更の予定がある場合は、当該

変更の予定がある事項について、変更内容欄に記載すること。  

９ 申請者の欠格事由については、当該事実がないときは、「なし」と記載し、あるときは、(1)、(2)及び(3)

欄にあつてはその理由及び年月日を、(4)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(5)欄にあつてはその違反の事実及び違反した年

月日を記載すること。また、(7)欄に該当するおそれがある者については、同欄に「別紙のとおり」と記載

し、当該申請者に係る精神の機能の障害に係る医師の診断書を添付すること。 

 

 



様
式
第
六
中
「第

十
六
条
の
二

」
の
下
に
「

第
十
六
条
の
三

」
を
加
え
、
「業

務
の
種
別

」
を
「業

務
等
の
種
別

」
に
改

、
め
、
「欄

に
は

薬
局

」
の
下
に
「

地
域
連
携
薬
局

専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局

」
を
加
え
、
「業

務
を
行
う

」
を
「薬

事
、

、
、

に
関
す
る
業
務
に
責
任
を
有
す
る

」
に
、
「第

５
条
第
３
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で

」
を
「第

５
条
第
３
号
イ
か
ら
ト
ま
で

」
に
改
め

る
。様

式
第
八
中
「第

十
八
条

」
の
前
に
「第

十
条
の
八

」
を
加
え
、
「業

務

」
を
「業

務
等

」
に
改
め
、
「欄

に
は

薬
局

、
、

」
の
下
に
「

地
域
連
携
薬
局

専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局

」
を
加
え
る
。

、
、

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
医
薬
品
、
医
療
機
器
等

の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
条
の

三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
専
門
性
の
認
定
を
行
う
団
体
か
ら
の
同
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
届



出
の
受
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条

新
規
則
別
表
第
一
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
の
体
制
が
整
備

さ
れ
て
い
な
い
と
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
当
該
都
道
府
県
に
そ
の
所
在
地
が
あ
る
薬
局
の
開
設
者
に
つ
い
て
は
、
令
和
四

年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
表
第
一
の
規
定
を
適
用
す
る
。


